南窓舎密会会則

(名称)

第1条　この会は、南窓舎密会(NANSOU SEEMI KAI)と称する。

(目的)

第2条　この会は、会員相互の親睦と連絡を保ち、鹿児島大学工学部応用化学工学科の隆盛をはかり社会の発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条　この会は、次の事業を行う。

1. 会員名簿および会誌を発行すること。

2. 親睦をはかるための会合を催すこと。

3. 学術講演会を開催すること

4. その他この会の目的を達成するに必要な事業を行うこと。

(組織)

第4条　この会は、つぎの会員で組織する。

1. 正会員：

1) 鹿児島県立工業専門学校化学工業科、鹿児島県立大学工学部応用化学科、鹿児島大学工学部応用化学科、鹿児島大学工学部化学工学科、鹿児島大学工学部応用化学工学科の卒業生、旧教職員、同専攻科、同大学院の修了生、および応用化学工学科関連教員（含む、併任教員）の研究室の大学院修了生。

2) 鹿児島大学工学部応用化学工学科の現教職員（含む、併任教員）。

3) その他評議員会で承認した者。

2. 学生会員：鹿児島大学工学部応用化学工学科の学部生および同大学院生。

3. 名誉会員：本会に特別に功労のあった者とし、総会で推薦された者。

第5条　この会の本部は、鹿児島大学工学部応用化学工学教室内に置く。

第6条　この会には支部を設置することができる。支部に関する事項は細則に定める。

 (役員)

第7条この会につぎの役員を置く。

1. 会長

2. 副会長

3. 評議員

4. 監査

5. 幹事および代表幹事

6. 支部長

第8条　役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

第9条　会長・副会長は、会員の中から評議会の推薦により、総会にはかり選出する。

第10条　評議員は、本部幹事、関東支部幹事、東海支部幹事、関西支部幹事、北部九州支部幹事から構成される。

第11条　幹事は、本部所在地およびその近郊に在住する評議員の中から互選する。

代表幹事、庶務幹事、会計幹事、編集幹事は幹事間で互選する。

第12条　監査は、評議員の中から2名互選する。

(運営)

第13条　会長は、この会を代表し、会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は会長の職務を代行する。

第14条　評議員は、総会に提案する重要事項を審議する。

第15条　監査は会務全般を監査する。

第16条　幹事は、総会審議事項を提案し、総会の決定に基づき、会務の処理に当たる。

代表幹事は、幹事会を代表し会務をまとめる。

第17条　この会は、毎年一回5月に総会を開き、会務を審議・決定する。

(会計)

第18条　この会の経費は、会費および寄付金をもって支弁する。会費については、細則にこれを定める。

第19条　この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(会則の変更)

第19条　この会の会則および細則の変更は、評議員全員に諮り、回答の得られた評議員数の2/3以上の賛成を得た提案を、総会に諮り審議した後決定される。

(付則)

この会則は、平成5年5月8日より施行する。

平成14年5月11日改正。

細　則

(事業)

第1条　会誌および会員名簿は、3年毎に発行する。

(支部)

第2条　この会の会員が10名以上在住する地方では、支部を設置することができる。支部には、支部長1名を置き、これを本部に報告し、会長の承認を得るものとする。

第3条　支部は、この会則の主旨にそって運営し、その状況を適宜本部に報告する。

(会費)

第4条　終身会費は入学時に20,000円とし、工学部同窓会本部に納入する。教職員の会費は免除する。

舎密会会則(昭和36年10月1日制定、昭和63年6月1日改正)および化学工学科同窓会(南窓会)会則(昭和43年4月1日制定)は、廃止する。

平成5年5月8日制定

平成14年5月11日改正。

